
 
 

人事行政の運営等の状況の公表 
 
第１ 人事行政の運営の状況 
 
１ 職員の任免及び職員数に関する状況                                                  
（１）職員の採用及び退職等の状況（令和６年度）                  （単位：人） 

 区分 
 
職種 

採用 
離職 

退職 免職 
合計 

定年 勧奨 普通 死亡 任期満了 分限 懲戒 失職 
一般行政職 629 189 57 289 5 196 0 2 0 738 

研究職 17 2 0 7 1 5 0 0 0 15 

医療職 64 17 4 25 1 20 0 0 0 67 

技能労務職 17 10 2 5 0 9 0 0 0 26 

教育職 3,453 625 97 1,033 20 1,921 0 10 1 3,707 

警察職 351 24 42 276 5 12 0 0 0 359 

企業職 26 4 0 9 0 6 0 0 0 19 

合  計 
（構成比） 

4,557 871 

(17.1%) 

202 

(4.1%) 

1,644 

(33.3%) 

32 

(0.6%) 

2,169 

(44.0%) 

0 

(0.0%) 

12 

(0.2%) 

1 

(0.0%) 

4,931 

(100%) 
（注） １ 上記の数は、暫定再任用職員を含みます。 

      ２ 職種の区分については、次のとおりです(以下（２）及び８職員の退職管理の状況に同じ)。 

             一般行政職・・・他のいずれにも該当しない職員 

       研 究 職・・・研究職給料表適用者 

       医 療 職・・・医療職給料表(一)、医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の各適用者 

       技能労務職・・・技能職給料表適用者 

       教 育 職・・・教育職給料表(一)及び教育職給料表(二)の各適用者並びに指導主事及び社会教育主事並びに高等看護学院及び農業大学校の教員 

       警 察 職・・・公安職給料表適用者  

       企 業 職・・・企業職給料表(一)、企業職給料表(二)、下水道企業職給料表の各適用者   

       ３ 数字の単位未満は、四捨五入しました。このため、内訳の計が100%にならない場合があります(以下(２)に同じ)。 

 
（２）職員の昇任及び降任の状況（令和６年度） 
 ＜知事等＞                              （単位：人） 

 区分 昇任 降任 
主任 主査級 主幹級 副課長級 課長級 副部長級 部長級 

一般行政職 220 131 100 92 46 22 11 55 
研究職 11 3 6 3 2 0 0 3 

医療職 24 11 6 5 4 0 0 4 

技能労務職 0 0 0 0 0 0 0 0 

教育職 1 3 2 0 0 0 0 0 

企業職 24 8 9 4 6 3 1 5 

合  計 
（構成比） 

280 

(36.9%) 

156 

(20.6%) 

123 

(16.2%) 

104 

(13.7%) 

58 

(7.7%) 

25 

(3.3%) 

12 

(1.6%) 

67 

（注） １ 知事等とは、任命権者が、知事、議長、選挙管理委員会、代表監査委員、人事委員会、公営企業管理者及び下水道事業管理者であるものを言います(以

下同じ）。 

  
 ＜教育委員会＞                            （単位：人） 

 区分 昇任 降任 
主任 主査級 主幹級 副課長級 課長級 副部長級 部長級 

一般行政職 84 46 38 5 12 8 2 1 
医療職 1 3 0 0 0 0 0 0 
技能労務職 0 0 0 0 0 0 0 0 
教育職 0 0 0 0 0 0 0 1 

合  計 
（構成比） 

85 

(42.7%) 

49 

(24.6%) 

38 

(19.1%) 

5 

(2.5%) 

12 

(6.0%) 

8 

(4.0%) 

2 

(1.0%) 

2 

 



 
 

                        （単位：人） 

 区分 昇任 降任 
主幹教諭 教頭 副校長 校長  

教育職 193 189 8 139 21 
合  計 

（構成比） 
193 

(36.5%) 

189 

(35.7%) 

8 

(1.5%) 

139 

(26.3%) 

21 

 
 ＜警察本部長＞                          （単位：人） 

 区分 昇任 降任 
巡査部長 

主任 
警部補 
係長 

警部 
課長補佐 

警視 
調査官級 

所属長級  

警察官 254 162 74 42 22 6 

一般職員 22 10 8 5 3 1 

研究職 0 1 2 0 0 0 

合  計 
（構成比） 

276 

(45.6%) 

173 

(28.6%) 

84 

(13.9%) 

47 

(7.8%) 

25 

(4.1%) 

7 

 
（３）部門別職員数の状況と主な増減理由              （各年４月１日現在 単位：人） 

 区分 
部門 

職員数 対前年 
増減数 

主 な 増 減 理 由 
令和６年 令和７年 

普 
通 
会 
計 
部 
門 

 
一 
般 
行 
政 
部 
門 

議 会 68 70 ＋2 執行体制の強化 

 総 務 1,243 1,240 ▲3 執行体制の見直し 

 税 務 570 570   

 民 生 1,106 1,189 ＋83 児童虐待防止対策の強化 

 衛 生 1,493 1,503 ＋10 特定再生資源屋外保管業の規制等への対応 

 商 工 322 329 ＋7 執行体制の強化 

 労 働 206 203 ▲3 執行体制の見直し 

 農林水産 915 898 ▲17 執行体制の見直し 

 土 木 1,281 1,261 ▲20 執行体制の見直し 

 小 計 7,204 7,263 ＋59  

 教育部門 41,604 41,789 ＋185 国の定数改善等に伴う増 

 警察部門 12,885 12,982 ＋97 地方警察官の増員 

 小 計 61,693 62,034 ＋341  

 

公 
営 
企 
業 
部 
門 

病 院 193 198 ＋5 リハビリ提供体制の充実 

 
水 道 347 352 ＋5 

執行体制の強化、浄水場拡張事業等の事業
量増加による増員 

 
下水道 127 139 ＋12 

下水道管の復旧工事及び再発防止対策等を
推進するための体制強化 

 その他 104 102 ▲2 執行体制の見直し 

 小 計 771 791 ＋20  

 合計 62,464 62,825 ＋361  

（注） この表は、総務省定員管理調査の区分に基づき、職員の配置状況を行政部門別に表にしたもので、職員数は定数条例上の

定数とは異なります。 



 
 

（４）年齢別職員構成の状況（令和７年４月１日現在） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（５）職員定数の適切な管理 

     業務のスクラップ・アンド・ビルドや事業手法の見直しを絶えず行うとともに、災害対応など県民

の生命・財産に重大な影響を及ぼす事案に迅速的確に対応するため、組織体制及び職員定数等を見

直しています。 

   なお、企業局、下水道局、教育委員会（事務局職員及び県立学校事務職員等県の裁量により削減

が可能な職員に限る。）においても、職員定数を適切に管理することとしています。 
 

 
区 分 

20歳 
 

未満 

20歳 

～  
23歳 

24歳 

～  
27歳 

28歳 

～  
31歳 

32歳 

～  
35歳 

36歳 
～  

39歳 

40歳 

～  
43歳 

44歳 

～  
47歳 

48歳 

～  
51歳 

52歳 

～  
55歳 

56歳 

～  
59歳 

60歳 
 

以上 

計 

職員数 
人 

239  
 

人 

2,966  
 

人 

6,934  
 

人 

7,527  
 

人 

7,891  
 

人 

7,534  
 

人 

6,072  
 

人 

5,425  
 

人 

4,752  
 

人 

4,643  
 

人 

4,645  
 

人 

4,197  
 

人 

62,825  
 


